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二
．

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
号
）

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
・
波
線
部
分
は
修
正
部
分
）

改
正
後
（
修
正
後
）

改
正
後
（
修
正
前
）

改
正
前
（
修
正
前
）

附

則

附

則

附

則

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

平
成
十
九
年
度
か
ら
特
定
年
度
（
国
民
年
金
法
等

６

平
成
十
九
年
度
か
ら
特
定
年
度
（
国
民
年
金
法
等

６

平
成
十
九
年
度
か
ら
特
定
年
度
（
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
年

四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
年

四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
年

度
を
い
う
。
附
則
第
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

度
を
い
う
。
附
則
第
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）

度
を
い
う
。
附
則
第
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
法
第
九
十
九
条

の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
法
第
九
十
九
条

の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
法
第
九
十
九
条

第
三
項
第
二
号
（
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の

第
三
項
第
二
号
（
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の

第
三
項
第
二
号
（
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
の
二
分

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
の
二
分

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
三
分

の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
三
分

の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
三
分

の
一
に
千
分
の
三
十
二
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た

の
一
に
千
分
の
三
十
二
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た

の
一
に
千
分
の
三
十
二
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た

額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の

基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特

基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特

基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特

例
）

例
）

例
）

第
八
条
の
二

国
又
は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立

第
八
条
の
二

国
又
は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立

第
八
条
の
二

国
又
は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立

行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
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機
構
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生

機
構
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生

機
構
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生

命
保
険
管
理
機
構
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成

命
保
険
管
理
機
構
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成

命
保
険
管
理
機
構
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成

二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法

二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法

二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法

第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ

第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ

第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ

る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該

る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該

る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該

各
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読

各
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読

各
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
（
法

み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
（
法

み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
（
法

附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
の
ほ
か
、
政
令

て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
九
十
九
条
第
三
項

と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に

定
め
る
額
と
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

第
二
号
に
定
め
る
額
と
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
額
と
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額

読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に

ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額

と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。
こ
の
場
合

定
め
る
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
額
の
う
ち
国
の
負
担
に
係
る
も
の

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
の
う
ち
国
の
負
担
に

に
お
い
て
、
当
該
額
の
う
ち
国
の
負
担
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
あ
っ

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政

運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の

て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め

運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の

発
行
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の

の
公
債
の
発
行
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か
ら
の

発
行
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
七

繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
七

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二

律
第
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二

年
度
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政

成
二
十
二
年
度
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
二
年
度
に
お

年
度
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政

運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法

け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に

運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
号
）
第
三
条
第
一
項

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
号
）
第
三

律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計

の
規
定
に
よ
り
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資

資
金
勘
定
か
ら
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入

財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら

資
金
勘
定
か
ら
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入

金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十

れ
る
繰
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
し
、

金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十
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三
年
度
に
あ
っ
て
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の

平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ
て
は
東
日
本
大
震
災
か
ら

三
年
度
に
あ
っ
て
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の

た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適

年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定

百
十
七
号
）
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債

に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債

の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も

す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確

の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も

の
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度

保
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図

る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金

を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
文
な
し
）

（
平
成
二
十
四
年
度
の
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に

（
新
規
）

関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
八
条
の
三

国
又
は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立

行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生

命
保
険
管
理
機
構
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て

国
民
年
金
法
第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る

た
め
、
同
年
度
に
つ
い
て
、
附
則
第
八
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
三

項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定

し
て
得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。
こ
の
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場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
の
う
ち
国
の
負
担
に
つ
い

て
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
債
の
発
行
及

び
交
付
並
び
に
附
則
第
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
払

込
み
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
条
文
な
し
）

（
国
債
の
交
付
）

（
新
規
）

第
八
条
の
四

政
府
は
、
前
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
負

担
の
う
ち
国
に
係
る
も
の
を
行
う
た
め
、
国
債
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
算
で
定
め
る

額
及
び
そ
の
運
用
収
入
に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に

相
当
す
る
額
の
国
債
を
発
行
し
、
こ
れ
を
国
家
公
務

員
共
済
組
合
連
合
会
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
は
、
無
利

子
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て

は
、
譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
そ
の
他
の
処
分
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
国
債
の
償
還
の

請
求
、
償
還
に
要
す
る
費
用
の
財
源
そ
の
他
の
償
還

に
係
る
事
項
及
び
当
該
国
債
の
返
還
に
係
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。
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（
条
文
な
し
）

（
国
の
負
担
す
る
額
等
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
へ

（
新
規
）

の
払
込
み
）

第
八
条
の
五

国
は
、
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
債

の
償
還
が
行
わ
れ
る
年
度
に
お
い
て
、
予
算
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
附
則
第
八
条
の
三
前
段
の
規
定

に
よ
り
国
が
負
担
す
べ
き
額
か
ら
前
条
第
二
項
の
予

算
で
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
及
び
そ
の
運
用
収
入

に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
を

国
家
公
務
員
共
済
組
合
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
の
た
め

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
の
た
め

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
の
た
め

の
措
置
）

の
措
置
）

の
措
置
）

第
八
条
の
三

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
六
年

第
八
条
の
六

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
五
年

第
八
条
の
三

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
四
年

度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
年

年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
四
年
度
以
前
の
年

年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
三
年
度
以
前
の
年

度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第

度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第

度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る

基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各

基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各

基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各

年
度
に
つ
い
て
前
条
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定

年
度
に
つ
い
て
附
則
第
八
条
の
二
前
段
の
規
定
の
例

年
度
に
つ
い
て
前
条
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定

し
て
得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
国
又
は
独
立
行
政

に
よ
り
算
定
し
て
得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
国
又

し
て
得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
国
又
は
独
立
行
政

法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立

は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印

法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立

行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人

刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
若
し
く
は
独

行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人

郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
の
負
担
と
す

立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構

郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
の
負
担
と
す

る
よ
う
に
、
国
の
負
担
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
必

の
負
担
と
す
る
よ
う
に
、
国
の
負
担
に
係
る
も
の
に

る
よ
う
に
、
国
の
負
担
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
必
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要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
国
の
負
担
と
す

つ
い
て
は
必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
国

要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
国
の
負
担
と
す

る
よ
う
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
じ

の
負
担
と
す
る
よ
う
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の

る
よ
う
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
じ

、
こ
れ
ら
の
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
に

措
置
を
講
じ
、
こ
れ
ら
の
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に

、
こ
れ
ら
の
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講

つ
い
て
は
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

ず
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。



- 26 -

三
．
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
・
波
線
部
分
は
修
正
部
分
）

改
正
後
（
修
正
後
）

改
正
後
（
修
正
前
）

改
正
前
（
修
正
前
）

附

則

附

則

附

則

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る

経
過
措
置
）

経
過
措
置
）

経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に

第
二
条

平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に

第
二
条

平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
以
下
こ

よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
以
下
「

よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
共
済
法
」
と
い
う
。

新
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
共
済
法
」
と
い
う
。

）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
分
の
一
」
と

）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
項
中
「
二
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の

あ
る
の
は
、
「
三
分
の
一
」
と
す
る
。

、
同
項
中
「
二
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の

一
」
と
す
る
。

一
」
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

平
成
十
九
年
度
か
ら
特
定
年
度
（
国
民
年
金
法
等

６

平
成
十
九
年
度
か
ら
特
定
年
度
（
国
民
年
金
法
等

６

平
成
十
九
年
度
か
ら
特
定
年
度
（
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
年

四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
年

四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
年

度
を
い
う
。
附
則
第
二
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

度
を
い
う
。
附
則
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

度
を
い
う
。
附
則
第
二
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
新
共
済
法
第
三

の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
新
共
済
法
第
三

の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
新
共
済
法
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、

中
「
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、

中
「
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
当
該
基
礎
年
金
拠

「
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
当
該
基
礎
年
金
拠

「
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
当
該
基
礎
年
金
拠

出
金
の
額
の
千
分
の
三
十
二
に
相
当
す
る
金
額
を
加

出
金
の
額
の
千
分
の
三
十
二
に
相
当
す
る
金
額
を
加

出
金
の
額
の
千
分
の
三
十
二
に
相
当
す
る
金
額
を
加

え
て
得
た
金
額
」
と
す
る
。

え
て
得
た
金
額
」
と
す
る
。

え
て
得
た
金
額
」
と
す
る
。
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（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の

基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る
経

基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る
経

基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る
経

過
措
置
の
特
例
）

過
措
置
の
特
例
）

過
措
置
の
特
例
）

第
二
条
の
二

国
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二

第
二
条
の
二

（
略
）

第
二
条
の
二

国
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二

十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
日
本
私
立
学
校

十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
第
九
十
四
条
の

振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
第
九
十
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基
礎
年
金
拠
出

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基
礎
年
金
拠
出

金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各
年
度
に
つ
い
て

金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各
年
度
に
つ
い
て

、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
額

る
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
額

の
ほ
か
、
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

の
ほ
か
、
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
金
額
と
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

る
金
額
と
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

適
用
す
る
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
金
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
補
助
す
る
。

る
金
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
補
助
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
に
つ
い
て
は
、
平

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
一
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財

成
二
十
一
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政
運
営
に
必
要
な
財

源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
及
び
財
政
投

源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
及
び
財
政
投

融
資
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法

融
資
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
三
条
第
一

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
度
に
あ
っ
て
は

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
度
に
あ
っ
て
は

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公

債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二

債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二

年
法
律
第
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

年
法
律
第
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
一

財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
一

般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入
金
を
活
用
し
て
、

般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入
金
を
活
用
し
て
、

確
保
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ
て

確
保
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ
て
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は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実

は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別

施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
六

措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
六

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収

項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収

入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二

入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
あ
っ
て
は
財
政

運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の

発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行

す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確

保
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
文
な
し
）

（
平
成
二
十
四
年
度
の
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る

（
新
規
）

国
の
補
助
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特
例
）

第
二
条
の
三

国
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
日

本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
第

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基

礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
同
年
度
に

つ
い
て
、
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
金
額
の
ほ
か
、
前
条
前
段
の
規
定
の
例
に

よ
り
算
定
し
て
得
た
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
補
助

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
の
補
助
に

つ
い
て
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
債
の
発

行
及
び
交
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
条
文
な
し
）

（
国
債
の
交
付
）

（
新
規
）

第
二
条
の
四

政
府
は
、
前
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
補

助
を
行
う
た
め
、
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
算
で
定
め
る

金
額
及
び
そ
の
運
用
収
入
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の
合

算
額
に
相
当
す
る
金
額
の
国
債
を
発
行
し
、
こ
れ
を

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
は
、
無
利

子
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て

は
、
譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
そ
の
他
の
処
分
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
国
債
の
償
還
の

請
求
、
償
還
に
要
す
る
費
用
の
財
源
そ
の
他
の
償
還

に
係
る
事
項
及
び
当
該
国
債
の
返
還
に
係
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の

引
上
げ
の
た
め
の
措
置
）

引
上
げ
の
た
め
の
措
置
）

引
上
げ
の
た
め
の
措
置
）

第
二
条
の
三

国
は
、
特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二

第
二
条
の
五

国
は
、
特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二

第
二
条
の
三

国
は
、
特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
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十
六
年
度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

十
五
年
度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

十
四
年
度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
特
定
年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
五
年
度
以

該
特
定
年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
四
年
度
以

該
特
定
年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
三
年
度
以

前
の
年
度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
け
る
日
本
私

前
の
年
度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
け
る
日
本
私

前
の
年
度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
け
る
日
本
私

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
第
九
十

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
第
九
十

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
第
九
十

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基
礎
年

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基
礎
年

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基
礎
年

金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各
年
度
に

金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各
年
度
に

金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各
年
度
に

つ
い
て
前
条
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て
得

つ
い
て
附
則
第
二
条
の
二
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り

つ
い
て
前
条
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て
得

た
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
必
要
な
税
制
上
の
措

算
定
し
て
得
た
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
必
要
な

た
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
必
要
な
税
制
上
の
措

置
を
講
じ
た
上
で
補
助
す
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上

税
制
上
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
補
助
す
る
よ
う
、
必

置
を
講
じ
た
上
で
補
助
す
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上

及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。
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四
．
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
・
波
線
部
分
は
修
正
部
分
）

改
正
後
（
修
正
後
）

改
正
後
（
修
正
前
）

改
正
前
（
修
正
前
）

附

則

附

則

附

則

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の

基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特

基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特

基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
の
特

例
）

例
）

例
）

第
八
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
平
成
二
十
一
年
度

第
八
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
平
成
二
十
一
年
度

第
八
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
平
成
二
十
一
年
度

か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国

か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国

か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国

民
年
金
法
第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

民
年
金
法
第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

民
年
金
法
第
九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た

納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た

納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た

め
、
当
該
各
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
六
項
の
規
定

め
、
当
該
各
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
六
項
の
規
定

め
、
当
該
各
年
度
に
つ
い
て
、
前
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額

正
後
の
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額

正
後
の
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額

の
ほ
か
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
百

の
ほ
か
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
百

の
ほ
か
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
百

十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額
と
前
条
第
六
項

十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額
と
前
条
第
六
項

十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額
と
前
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定

よ
る
改
正
後
の
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定

よ
る
改
正
後
の
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
定

め
る
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

め
る
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

め
る
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
の
た
め

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
の
た
め

（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
の
た
め

の
措
置
）

の
措
置
）

の
措
置
）

第
八
条
の
三

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
六
年

第
八
条
の
三

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
五
年

第
八
条
の
三

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
四
年

度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
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年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
年

年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
四
年
度
以
前
の
年

年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
三
年
度
以
前
の
年

度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第

度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第

度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る

九
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る

基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各

基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各

基
礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各

年
度
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て

年
度
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て

年
度
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て

得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
地
方
公
共
団
体
の
負
担

得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
地
方
公
共
団
体
の
負
担

得
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
地
方
公
共
団
体
の
負
担

と
す
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置

と
す
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置

と
す
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


